
特集 新型コロナウイルスを克服し、新たな成長を実現する

　

２
０
２
０
年
２
月
以
降
のCO

V
ID
-19

（
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
）の
対
応
で
は
、
い
く
つ
か

の
場
面
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
話
題
と
な
っ
た
。

し
か
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
評
で
あ
っ
た
。
１

つ
は
、
10
万
円
の
特
別
定
額
給
付
金
の
給
付
に
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
、
公
的
個
人
認
証
を
用
い
た
こ
と
に
よ

る
混
乱
で
あ
り
、
も
う
１
つ
は
、
特
別
定
額
給
付
金

の
給
付
を
め
ぐ
る
混
乱
を
踏
ま
え
た
、
預
貯
金
口
座

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
ひ
も
付
け
よ
う
と
す
る
制
度
改

正
へ
の
批
判
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
混
乱
、

批
判
の
原
因
を
解
説
す
る
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
第

C
O
VID
-19

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
）

対
応
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

公
的
個
人
認
証

２
波
や
、CO

V
ID
-19

に
と
ど
ま
ら
な
い
災
害
・
国

難
へ
の
対
応
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、
公
的
個
人
認
証
に

つ
い
て
展
望
を
述
べ
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、�

公
的
個
人
認
証

　

前
提
と
し
て
、
①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）②

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
を
用
い
た
公
的
個
人
認
証
と
、
本
人
確

認
機
能
の
関
係
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

「
社
会
保
障
、
税
、
災
害
対
策
の
３
分
野
で
、
複
数

の
機
関
に
存
在
す
る
個
人
の
情
報
が
同
一
人
の
情
報

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
活
用

（
注
１
）

」
さ
れ
、

「
行
政
運
営
の
効
率
化
及
び
行
政
分
野
に
お
け
る
よ

り
公
正
な
給
付
と
負
担
の
確
保
」
を
図
る
た
め
に
付

番
さ
れ
て
い
る（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
１
条
）。
原
則
と

し
て
、
社
会
保
障
、
税
、
災
害
対
策
に
伴
う
、
国
や

地
方
公
共
団
体
と
国
民
の
間
の
金
銭
の
や
り
取
り
を
、

複
数
の
機
関
の
間
で
調
整
す
る
た
め
の
番
号
で
あ
り
、

番
号
自
体
で
本
人
確
認
に
用
い
る
も
の
で
は
な
い
。

ひ
か
り
総
合
法
律
事
務
所
パ
ー
ト
ナ
ー
弁
護
士

板いたく
ら倉 

陽ようい
ち
ろ
う
一
郎
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②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　

カ
ー
ド
の
表
面
に
４
情
報（
氏
名
・
住
所
・
性

別
・
生
年
月
日
）と
顔
写
真
を
、
裏
面
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
記
載
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
目
の
前
の
本

人
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
提
示
し
、
４
情
報
や

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し
た
場
合
に
は
、
顔
写
真
と

目
の
前
の
本
人
を
照
合
す
る
こ
と
で
本
人
確
認
を
行

う
こ
と
が
で
き
る（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
16
条
、
18
条
）。

物
理
的
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
目
の
前
の
本
人

の
照
合
を
前
提
と
す
る
の
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
本

人
確
認
に
は
使
え
な
い
。

③�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
を
用
い
た�

公
的
個
人
認
証

　

公
的
個
人
認
証
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ

チ
ッ
プ
に
署
名
用
電
子
証
明
書
と
利
用
者
証
明
用
電

子
証
明
書（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情

報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
３
条

及
び
22
条
）を
格
納
し
て
可
能
に
な
る
。
公
的
個
人

認
証
が
用
い
ら
れ
る
場
面
で
は
、
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
を
読

み
取
れ
る
端
末
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
用
い
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
本
人
確
認
が
で
き
る
。
本
人
確
認
は
、

６
〜
15
桁
の
パ
ス
ワ
ー
ド
の
記
憶
に
よ
り
な
さ
れ
る
。

Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
に
は
、
論
理
的
な
必
然
性
は
な
い
。
公
的

個
人
認
証
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
自
体
は
ま
っ
た
く
使

わ
れ
て
い
な
い
。

か
っ
た
の
か
。
特
別
定
額
給
付
金
の
給
付
業
務
は
法

律
上
の
業
務
で
は
な
い
が
、
市
区
町
村
は
、
情
報
公

開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
等
の
答
申
を
経
て
、
住

民
基
本
台
帳
は
使
え
る
よ
う
な
措
置
は
採
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
署
名
用
電
子
証
明
書
の
シ
リ
ア
ル
番
号
と

住
民
基
本
台
帳
の
突
き
合
わ
せ
が
で
き
な
い
。
そ
う

い
う
テ
ー
ブ
ル
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
越
し

て
Ｊ

－

Ｌ
Ｉ
Ｓ（
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機

構
）は
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
シ
リ
ア
ル
番

号
へ
の
変
換
も
行
っ
た
が
、
住
民
基
本
台
帳
と
の
突

き
合
わ
せ
が
で
き
た
市
区
町
村
は
多
く
は
な
か
っ
た
。

そ
う
す
る
と
ど
う
な
る
の
か
。
目
視
で
あ
る
。
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
申
請
者
の
４
情
報
、

世
帯
構
成
員
の
情
報
、
振
込
先
銀
行
口
座
の
情
報
を
、

目
視
で
、
住
民
基
本
台
帳
と
照
合
し
て
、
10
万
円
を

振
り
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る

（
注
２
）。

こ
う
し
た
こ
と
か

ら
特
別
定
額
給
付
金
の
振
り
込
み
に
は
多
く
の
時
間

を
費
や
し
た
。

C
O
VID
-19

対
応
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー�

─�

感
染
症
法
上
の
利
用
と
、�

今
後
の
利
用

　

そ
れ
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
自
体
を
使
え
ば
よ
か

っ
た
の
か
。
国
や
地
方
公
共
団
体
と
の
金
銭
の
や
り

取
り
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
把
握
す
る
と
こ
ろ
で
は

な
い
の
か
。
実
は
、
感
染
症
法
の
規
定
に
基
づ
く
入

院
患
者
の
医
療
費
負
担（
同
法
37
条
１
項
）等
に
関
す

C
O
VID
-19

対
応
と�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
公
的
個
人
認
証�

─�

特
別
定
額
給
付
金
の�

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
の
申
請

　

CO
V
ID
-19

対
応
で
、
あ
ら
ゆ
る
経
済
活
動
が
自

粛
を
強
い
ら
れ
、
国
民
の
現
金
収
入
が
減
少
し
た
こ

と
へ
の
対
応
と
し
て
、
２
０
２
０
年
４
月
以
降
、
国

税
の
支
出
で
、
市
区
町
村
を
通
じ
て
特
別
定
額
給
付

金（
１
人
10
万
円
）が
給
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
、
公
的
個
人
認
証
を
通
じ
た

申
請
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
実
際
に
は
、
こ
こ

で
用
い
ら
れ
た
の
は
、
署
名
用
電
子
証
明
書
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
４
情
報
付
き
の
給
付
金
申
請
が
、

本
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
市
区
町
村

に
は
わ
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
な
り
す
ま
し
や
改

ざ
ん
は
防
げ
る
。
し
か
し
、
特
別
定
額
給
付
金
申
請

は
住
民
票
の
世
帯
単
位
で
、
世
帯
主
が
行
う
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
振
込
先
銀
行
口
座
を
伴
っ
て
い
た
。

こ
れ
が
致
命
的
で
あ
っ
た
。
公
的
個
人
認
証
は
個
人

単
位
で
あ
り
、
世
帯
主
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
内

の
４
情
報
は
呼
び
出
せ
て
も
、
住
民
票
の
世
帯
に
属

す
る
他
の
住
民
に
つ
い
て
の
情
報
は
手
入
力
で
あ
っ

た
。
振
込
先
銀
行
口
座
等
も
手
入
力（
＋
通
帳
画
像

送
付
）で
あ
っ
た
。
必
然
的
に
、
入
力
ミ
ス
は
多
発

す
る
。
署
名
用
電
子
証
明
書
を
住
民
基
本
台
帳
と
突

き
合
わ
せ
て
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
送
信
す
れ
ば
よ
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特集 新型コロナウイルスを克服し、新たな成長を実現する

る
事
務
に
は
、
住
民
基
本
台
帳
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

使
え
る
。
具
体
的
に
は
、CO

V
ID
-19

の
感
染
者
を

保
健
所
が
確
認
し
て
把
握
す
る
際
や
、
他
の
国
等
か

ら
の
給
付
と
の
調
整
に
は
、
住
民
基
本
台
帳
や
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

（
注
３
）。

し
か
し
、
特
別
定
額
給
付
金
関
連
業
務
は
、
法
律
上

の
根
拠
を
有
す
る
業
務
で
は
な
く
、
ひ
い
て
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
法
で
定
め
ら
れ
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

用
い
た
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
り
情
報
連
携
で
き

る
業
務
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

預
貯
金
口
座
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
付
番
の

義
務
化
に
つ
い
て
は
、CO

V
ID
-19

対
応
以
前
か
ら
、

総
務
省
が
意
欲
を
示
し
て
い
た

（
注
４
）。税

制
調
査
会
も
、２

０
１
４
年
段
階
で
、金
融
資
産
課
税
の
た
め
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
預
貯
金
口
座
に
付
番
す
る
と
い
う
意
向

を
隠
し
て
す
ら
い
な
い

（
注
５
）。前

述
の
特
別
定
額
給
付
金

の
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
た
申
請
が
混
乱
を
引
き

起
こ
し
た
の
は
、す
で
に
見
た
よ
う
に
、単
に
市
区
町

村
が
振
込
先
銀
行
口
座
等
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
け
が
原
因
で
は
な
い
が
、振
込
先
銀

行
口
座
等
が
把
握
で
き
る
方
が
、給
付
が
ス
ム
ー
ズ

な
の
は
間
違
い
な
い
。そ
こ
で
、今
回
の
よ
う
な
特
別

定
額
給
付
金
を
、「
特
定
給
付
金
等
」
と
定
義
し
、マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
振
込
先
銀
行
口
座
等
の
「
口
座
名

簿
情
報
」を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
付
き
で
、任
意
で
登
録
さ

せ
る
こ
と
で
、特
定
給
付
金
等
の
ス
ム
ー
ズ
な
給
付

を
行
う
こ
と
を
想
定
し
た
の
が
、自
民
・
公
明
・
維

新
の
共
同
提
案
に
よ
る
「
特
定
給
付
金
等
の
迅
速
か

つ
確
実
な
給
付
の
た
め
の
給
付
名
簿
等
の
作
成
等
に

関
す
る
法
律
案
」（
第
２
０
１
回
国
会
衆
法
第
19
号
）

で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
成
立
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、

総
務
省
は
さ
ら
に
、
振
込
先
銀
行
口
座
等
の
国
へ
の

登
録
を
義
務
化
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
い
う

（
注
６
）。

今
後
の
展
望

　

前
述
の
よ
う
に
、
金
融
資
産
課
税
へ
の
意
欲
が
見

え
隠
れ
す
る
な
か
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
預
貯
金
口
座

に
付
番
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
安
易
に
国
民
の
資
産

が
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
抱
か

れ
て
も
や
む
を
得
な
い
面
が
あ
る
。
実
際
に
は
、
給

付
の
た
め
の
口
座
の
金
融
資
産
は
空
っ
ぽ
で
も
許
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
源
泉
徴
収
を
伴
う
証
券
取
引
等

の
口
座
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
の
ひ
も
付
け
が
す
で
に

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
新
た
に
把
握
さ
れ
る

資
産
と
い
う
の
は
そ
う
多
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
自
体
が
振
込
先
銀
行
口
座
等
の

登
録
を
義
務
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
金
融
資
産
課
税

へ
の
意
欲
と
結
び
付
け
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
避
け

ら
れ
な
い
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
本
来
は
、
国
や
地

方
公
共
団
体
と
国
民
の
間
の
金
銭
の
や
り
取
り
を
把

握
し
、
公
正
な
給
付
と
負
担
の
役
割
を
担
う
も
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
プ
ッ
シ
ュ
型
の
給
付
の
制
度

構
築
の
実
績
が
あ
れ
ば
、
振
込
先
銀
行
口
座
等
の
登

録
が
義
務
化
さ
れ
て
も
、
国
民
は
納
得
す
る
で
あ
ろ

う（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
附
則
６
条
５
項
は
給
付
付
き

税
額
控
除
に
言
及
す
る
）。
し
か
し
実
際
は
、
特
別

定
額
給
付
金
の
よ
う
な
特
別
な
給
付
は（
前
述
の
議

員
立
法
案
を
除
け
ば
）法
律
上
の
根
拠
を
有
さ
ず
、

必
然
的
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
用
い
ら
れ
な
い
。
こ
れ

は
、
災
害
の
際
の
義
援
金
も
同
じ
で
あ
る
。
毎
回
、

給
付
方
法
で
混
乱
し
、
そ
し
て
、
毎
回
、
差
押
禁
止

の
特
別
法
を
国
会
で
議
論
す
る
こ
と
に
な
る
。

CO
V
ID
-19

の
第
２
波
か
、
自
然
災
害
か
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
次
の
国
難
に
お
い
て
特
別
な
給
付
を
行
う

機
会
は
必
ず
あ
る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
趣
旨
に

立
ち
返
り
、
公
正
な
給
付
と
負
担
の
た
め
の
制
度
構

築
、
そ
の
た
め
の
情
報
・
金
銭
の
流
れ
の
把
握
か
ら
、

議
論
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
注
１
）https://w

w
w

.cao.go.jp/bangouseido/seido/index.htm
l

（
注
２
）そ
の
他
、
混
乱
の
分
析
に
つ
い
て
は
浅
川
直
輝
「
10
万
円
オ
ン
ラ

イ
ン
申
請
は
『
失
敗
』
だ
っ
た
の
か
？
自
治
体
を
混
乱
さ
せ
た
本
当
の
要

因
」
日
経
ク
ロ
ス
テ
ッ
ク
／
日
経
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ（
２
０
２
０
年
６
月
９
日
）

https://xtech.nikkei.com
/atcl/nxt/colum

n/18/00139/ 
060500068/

及
び
、楠
正
憲
「
特
別
定
額
給
付
金
─
何
が
問
題
か
、今
後
ど

う
改
善
す
べ
き
か
」
情
報
処
理
61
巻
８
号（
２
０
２
０
年
）７
９
８
頁
参
照

（
注
３
）内
閣
府
大
臣
官
房
番
号
制
度
担
当
室
他
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
係
る
感
染
症
法
の
規
定
に
基
づ
く
入
院
、
入
院
患
者
の
医
療
等

に
関
す
る
事
務
に
お
け
る
個
人
番
号
及
び
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
利
用
に
つ
い
て
」（
令
和
２
年
５
月
１
日
事
務
連
絡
）

https://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/content/000627456.pdf

（
注
４
）「
高
市
総
務
大
臣
閣
議
後
記
者
会
見
の
概
要
」（
令
和
２
年
１
月
17
日
） 

https://w
w

w
.soum

u. go.jp/m
enu_new

s/kaiken/01koho01_ 
02000879.htm

l

（
注
５
）税
制
調
査
会
第
４
回
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
・
税
務
執
行
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
グ
ル
ー
プ（
２
０
１
４
年
４
月
８
日
）論
点
整
理

（
注
６
）「
高
市
総
務
大
臣
閣
議
後
記
者
会
見
の
概
要
」（
令
和
２
年
６
月
９
日
）

https://w
w

w
.soum

u.go.jp/m
enu_new

s/kaiken/01koho01_ 
02000921.htm

l
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